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平成２２年度 成果重視事業評価書【要旨】 

職業安定行政関係業務の業務・ 
システム最適化事業 

平成 2２年８月  

職業安定局労働市場センター業務室 (櫻井眞一室長)  

職業安定局総務課（宮川晃課長)  

１．施策体系上の位置づけ 
基本目標ＸⅡ 国民生活の利便性の向上に関わるＩＴを推進すること 

政策大目標１ 電子政府推進計画を推進すること 

施策中目標１ 行政分野へのＩＴ(情報通信技術)の活用とこれに併せた業務や制度の見

直しにより、国民の利便性の向上と行政運営の簡素化、効率化を図ること 

施策小目標２ 全体最適を目指した業務・システム最適化を推進すること 

２．事業概要  
（１）実施主体 

 都道府県労働局（公共職業安定所） 

（２）概要 

職業安定行政関係業務の業務・システム最適化にあたっては、「予算効率の高い簡素な政府の実

現」を目標として、「利用者の利便性の維持・向上」、「業務の効率化・合理化」、「安全性・信

頼性の確保」及び「経費削減」の４つを基本理念として、以下を実施する。 

 【実施施策（主なもの）】 

１ 利用者（国民、事業主）の利便性の向上 

  事業主等の事務手続にかかる負担軽減、利用者向けの求人情報提供サービスの向上を図る。 

２ 業務の処理の効率化・合理化 

  職業安定行政関係業務においては、利用者と対面で行う業務が根幹となることから、失業の認

定、職業相談・職業紹介、事業主指導等に十分に時間をかけて対応できる体制の確保を図る。 

３ システム機能の統廃合・システム構成の見直し 

  これまで別のシステムとして構築・運用されてきた総合的雇用情報システム、雇用保険トータ

ル・システム等については、「職業安定行政関係システム（仮称）」として一体化する。 

４ 安全性・信頼性の確保 
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  職業安定行政関係業務が大量の企業情報、個人情報を扱う業務であることを考慮して、セキュ

リティの確保等に万全を期す。 

５ 調達における透明性の確保 

  システムの調達や契約に関する透明性や公平性の向上を推進する。 

６ 業務・システム最適化計画の実施に向けた体制の整備 

  IT ガバナンスの強化と PDCA サイクルの確立 

（３）事業計画期間 

平成１８年度～平成２２年度 

（４）予算執行の弾力化措置 

国庫債務負担行為 ・ 繰越明許費 ・ 目間流用の弾力化 ・ 目の大括り化 

６．評価と反映の方向性 

（１）総合的な評価（主に有効性及び効率性の観点から） 

１ 削減計画 

  平成２１（２００９）年度においては、最適化の効果は発現しない。 

２ 削減業務処理時間 

  平成２１（２００９）年度においては、最適化の効果は発現しない。 

３ オンライン申請利用率 

  電子申請の利便性向上のため、各種届出の添付書類の簡素化等を行い、オンライン申請利用  

 率の向上に努めたが、目標率達成には至らなかった。 

（２）予算執行の弾力化措置により得られた効果等 

  国庫債務負担行為による複数年度に渡る一括契約で、同一開発業者による継続的な開発が可能

となり、単年度で開発業者が変更される場合と比較してシステムの設計・開発に係る確認・引継

期間が省略でき、契約に係る事務の簡素化が図られた。 

繰越明許費により、システム開発期間及びコスト削減の実証期間を確保するため、予算の繰越

等の弾力的な予算執行が行えるようになっているが、最適化計画開始後、その事態には至らなか

った。 

（３）その他（上記の他、公平性、優先性等評価すべき視点があれば記載） 

１ 調達や最適化実施検討において、重要事項を外部委員や CIO 補佐官（オブザーバ）の参加 

する「最適化計画実施評価委員会」に諮り、適正性、公平性の確保に努めたことは評価できる。 

 

２ 職業安定局、支援事業者、設計・開発事業者間で「プロジェクト進捗会議」を設け、進捗管

理、課題等について、原因を追及し、適切な対応を行っていることは評価できる。 
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３ オンライン利用促進については、現場職員への周知・徹底や国民への効果的な利用促進策の

検討により、利用率向上に向けた一層の取組が求められる。  

（４）政策等への反映の方向性 

評価結果を踏まえ、平成２３年度予算概算要求において所要の予算を要求する。 

４．特記事項 
電子政府構築計画（平成１５年７月１７日各府省情報化統括責任者（CIO）連絡会議決定）  

 Ⅱ IT 化に対応した業務改革 

  １ 業務・システムの最適化   

（２） 個別府省業務・システム 

「個別府省業務・システムについて」（２００４年(平成１６年)２月１０日各府省情報化

統括責任者（CIO）連絡会議報告会）掲げる個別府省業務・システムについては、２００

５年度末（平成１７年度末）までのできる限り早期に、各府省において、各業務・システ

ムに係る最適化計画を策定する。なお、個別府省業務・システムについては、業務・シス

テムの分析状況等を踏まえつつ、各府省において、適宜、追加等の見直しを行う。 

  特に、いわゆる旧式（レガシー）システムについては、当該システムを保有する府省に

おいて、次の事項を踏まえつつ、上記の各業務・システムに係る最適化計画の一環として、

府省ごとの「レガシーシステム見直しのための行動計画（アクション・プログラム）」に

基づき、引き続き必要な見直しを行う。 

①  刷新可能性調査を通じ、 

・汎用パッケージソフトウェアの利用 

・オープンシステム化 

・ハードウェアとソフトウェアのアンバンドル化（分離調達） 

・随意契約から競争入札への移行 

・データ通信サービス契約の見直し 

・国庫債務負担行為の活用 

の可能性について検討する。 

②  システムの構成、調達方式等の見直し及び徹底した業務改革により、大幅な費用低

減及び業務運営の合理化を図る。システムに係る費用については、システム開発費用、

保守等の維持運用費用に加え、通信費、施設利用費など該当システムの開発、運用期

間を通じて必要となる費用全体を踏まえて検討するものとする。 

③  他府省の事例や国内外の先行事例、成功事例を収集・分析し、システムの効果的な

見直しを図る。 

④  関係する政府内、民間、諸外国のシステムとの相互運用性を確保する。 

⑤  システムの刷新による投資対効果を明らかにする。  


